
く
ら
し

児
童
手
当
の
振
込
日
が
変
わ
り
ま
す

　

10
月
か
ら
児
童
手
当
の
制
度
が
改

正
さ
れ
、
振
込
月
が
偶
数
月
に
変
わ

り
ま
し
た
。
次
回
の
振
込
日
は
、
12

月
11
日
㈬
で
す
。

�

問�

こ
ど
も
課
子
育
て
支
援
室

�

（
☎
７5
‐
８
９
３
９
）

11
月
か
ら
「
水
道
料
金
・
下
水

道
使
用
料
再
振
替
の
ご
案
内
」

送
付
を
終
了
し
ま
す

　

再
振
替
は
今
ま
で
通
り
翌
月
11
日

（
土
・
日
曜
日
、祝
日
の
場
合
は
翌
営

業
日
）
に
行
い
ま
す
。

�

問�

上
下
水
道
課
業
務
室

�

（
☎
66
‐
６
１
９
０
）

小
型
特
殊
自
動
車
は
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）
の
申
告
が
必
要
で
す

　

乗
用
装
置
の
あ
る
ト
ラ
ク
タ
ー
な

ど
の
農
耕
作
業
用
自
動
車
や
、
フ
ォ

ー
ク
リ
フ
ト
な
ど
の
う
ち
小
型
特
殊

自
動
車
に
該
当
す
る
車
輌
は
軽
自
動

車
税
（
種
別
割
）
の
課
税
対
象
で
す
。

所
有
し
て
い
る
人
（
法
人
含
む
）
は
、

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。
以
前
か
ら
所
有
し
て

い
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
さ
か

の
ぼ
っ
て
課
税
（
最
大
３
年
分
）
さ

れ
ま
す
。

　

※�

小
型
特
殊
自
動
車
に
該
当
す
る

農
耕
作
業
用
ト
レ
ー
ラ
は
、
軽

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
課
税

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
取
得
し
て
く

だ
さ
い

例 

マ
ニ
ュ
ア
ス
プ
レ
ッ
ダ
（
堆
肥
散

布
機
）、
ス
プ
レ
ー
ヤ
（
薬
剤
散
布

機
）
な
ど

�

問�

税
務
課
収
納
対
策
室

�

（
☎
53
‐
３
３
６
１
）

11
月
11
日
～
1７
日
は
税
を
考
え

る
週
間
で
す

　

税
務
行
政
の
理
解
と
信
頼
を
深
め

て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
、
国
税
庁

で
は
情
報
の
提
供
や
意
見
・
要
望
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

【
税
に
関
す
る
パ
ネ
ル
展
】

�

期�

11
月
11
日
㈪
～
1７
日
㈰

�

場�

教
育
情
報
セ
ン
タ
ー
ほ
か

�

内�

中
学
・
高
校
生
の
「
税
に
つ
い
て

の
作
文
」
入
選
作
品
の
展
示
、
税

に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
設
置

�

他�

申
告
な
ど
の
税
務
相
談
を
事
前
予

約
制
で
受
け
付
け
ま
す
。

�

問�

村
上
税
務
署（
☎
53
‐
３
１
４
１
）

　

※�

自
動
音
声
案
内
「
２
」
を
選
ん

で
く
だ
さ
い

「
Ｋ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
体
験
！
に
い
が
た
魅
力
キ
ャ

ン
パ
ス
」
の
様
子
を
配
信
し
て
い
ま
す

　

新
潟
県
の
子
ど
も
た
ち
が
参
加
し

て
行
わ
れ
た
村
上
・
糸
魚
川
・
加
茂

市
の
魅
力
体
験
活
動
の
様
子
を
配
信

し
て
い
ま
す
。
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�

問�

日
本
青
年
会
議
所
北
陸
信
越
地
区

新
潟
ブ
ロ
ッ
ク
協
議

会
（
☎
０
２
５
‐
２

２
９
‐
０
８
７
４
）

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
が
発
行
さ
れ
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
そ
の
年
の

１
月
１
日
～
12
月
31
日
ま
で
に
納
付

し
た
保
険
料
の
全
額
が
所
得
税
や
住

民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

　

１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
に

納
付
し
た
人
へ
控
除
証
明
書
が
、
10

月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
に
か
け
て
日

本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す

（
電
子
送
付
の
希
望
登
録
を
行
っ
て

い
る
人
を
除
く
）。
年
末
調
整
や
、
確

定
申
告
で
必
要
な
書
類
で
す
の
で
、

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

に
初
め
て
納
付
し
た
人
に
は
、
令
和

７
年
２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

�

問�

新
発
田
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

（
☎
０
２
５
４
‐
23
‐
２
１
２
８
）

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
を
支
給
し
ま
す

　

在
宅
の
障
が
い
者
や
障
が
い
児
に

支
給
す
る
手
当
で
す
。

支
給
月　

２
・
５
・
８
・
11
月

【
特
別
障
害
者
手
当
】

�

￥�

月
額
２
万
８
８
４
０
円

�
対�

20
歳
以
上
で
、
精
神
ま
た
は
身
体

に
著
し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、

日
常
生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
人

子
育
て
応
援
タ
ク
シ
ー 

利
用
補
助
金
を
活
用
し 

て
く
だ
さ
い

　

妊
婦
さ
ん
の
陣
痛
時
や
お
子
さ
ん

の
具
合
が
悪
い
時
に
利
用
し
た
タ
ク

シ
ー
の
料
金
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

�

対�

（
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
が

あ
り
、
次
に
該
当
す
る
人
）

・�

妊
婦

・�

子
ど
も
（
12
歳
に
到
達
後
、
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
）
の
保
護
者

　

※�

ほ
か
に
運
転
で
き
る
人
や
介
添

人
が
い
る
場
合
は
除
く

�

内�

・�

妊
婦
の
場
合
、
自
宅
ま
た
は
里

帰
り
先
か
ら
医
療
機
関
ま
で
の

片
道
料
金
を
全
額
補
助
。
１
回

の
妊
娠
に
つ
き
１
回
の
み
で
上

限
は
３
万
円
で
す
。

　

・�

子
ど
も
の
保
護
者
の
場
合
、
自

宅
ま
た
は
里
帰
り
先
か
ら
医
療

機
関
ま
で
の
片
道
。
ま
た
は
医

療
機
関
か
ら
自
宅
も
し
く
は
里

帰
り
先
ま
で
の
料
金
を
半
額
補

助
。
片
道
当
た
り
の
上
限
は
７

５
０
０
円
で
、
往
復
で
申
請
で

き
ま
す
。

�

問�

こ
ど
も
課
子
育
て
支
援
室
（
☎
７5

‐
８
９
３
９
）
ま
た
は
各
支
所
地

域
振
興
課
地
域
福
祉
室

市
営
・
県
営
住
宅
の
入
居
申
し
込

み
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

公
営
住
宅
は
、
住
む
場
所
に
困
っ

て
い
る
人
の
た
め
の
住
宅
で
す
。
入

居
に
つ
い
て
は
、
申
し
込
み
順
で
は

な
く
、
必
要
度
の
高
い
順
に
選
考
し

て
決
定
し
ま
す
。
入
居
条
件
や
手
続

き
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
令
和
７
年
３
月
１
日
入
居
予
定
】

�

申�

12
月
31
日
㈫
ま
で

入
居
選
考
日　

令
和
７
年
１
月
中
旬

�

問���

申
都
市
計
画
課
建
築
住
宅
室
（
☎

７5
‐
８
９
４
７
）
ま
た
は
荒
川
支

所
産
業
建
設
課
建
設
管
理
室
（
☎

62
‐
５
２
７
３
）

秋
の
火
災
予
防
運
動 

「
守
り
た
い
未
来
が
あ 

る
か
ら
火
の
用
心
」

　

11
月
９
日
～
15
日
ま
で
全
国
一
斉

に
秋
の
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま

す
。
運
動
期
間
中
は
、
消
防
本
部
・

消
防
団
が
広
報
巡
回
を
行
い
ま
す
。

各
家
庭
で
は
、
暖
房
器
具
や
火
気
器

具
の
点
検
や
取
り
扱
い
を
確
認
し
て
、�

火
災
予
防
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
火
災
か
ら
大
切
な
命
を
守
る
た

め
、
火
災
警
報
器
の
設
置
を
お
願
い

し
ま
す
。

�

問�

消
防
本
部
予
防
課
予
防
係

�

（
☎
53
‐
７
２
２
２
）

油
の
流
出
事
故
に
気
を 

付
け
て
く
だ
さ
い

　

毎
年
、
灯
油
な
ど
の
油
が
川
な
ど

に
流
れ
る
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

灯
油
の
流
出
は
７
割
以
上
が
一
般
家

庭
で
発
生
し
て
お
り
、
最
も
多
い
事

故
原
因
は
、
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
か
ら
ポ

リ
タ
ン
ク
へ
灯
油
を
小
分
け
に
し
て

い
る
最
中
に
そ
の
場
を
離
れ
る
な
ど

の
不
注
意
で
す
。
事
故
を
起
こ
さ
な

い
よ
う
に
一
人
一
人
が
注
意
し
て
、

き
れ
い
な
環
境
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

【
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
使
用
時
の
注
意
点
】

・�

灯
油
を
小
分
け
に
す
る
と
き
は
、

そ
の
場
を
離
れ
な
い
。

・�

落
雪
の
恐
れ
が
あ
る
場
所
に
ホ
ー

ム
タ
ン
ク
を
置
か
な
い
。（
落
雪
で

レ
バ
ー
が
開
く
場
合
が
あ
り
ま
す
）

・�

積
雪
の
重
み
で
配
管
が
破
損
し
な

い
よ
う
小
ま
め
に
除
雪
す
る
。

�

問�

消
防
本
部
予
防
課
危
険
物
係

�

（
☎
53
‐
７
２
２
２
）

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

�

￥�

月
額
１
万
５
６
９
０
円

�

対�

20
歳
未
満
で
、
精
神
ま
た
は
身
体

に
著
し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、

日
常
生
活
で
常
時
介
護
を
必
要
と

す
る
児
童

�

他�

身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
な

ど
が
な
い
場
合
で
も
申
請
で
き
ま

す
が
、
障
が
い
の
状
態
に
よ
っ
て

は
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

�

問�

福
祉
課
福
祉
政
策
室
（
☎
７5
‐
８

９
４
０
）
ま
た
は
各
支
所
地
域
振

興
課
地
域
福
祉
室

部
活
動
を
理
由
と
し
た
学
区
外
就
学

を
希
望
す
る
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
場
合
、

学
区
外
就
学
を
認
め
て
い
ま
す
。
希

望
す
る
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

・�

就
学
指
定
校
に
希
望
す
る
部
活
動

が
な
い
こ
と
。

・�

指
定
学
校
区
の
隣
接
学
校
区
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
隣
接
す
る
学

校
区
が
複
数
あ
る
場
合
は
自
宅
か

ら
最
も
近
い
学
校
と
す
る
。

・�

小
学
校
在
校
時
に
活
動
実
績
が
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
学
校
１
年

生
入
学
時
に
限
る
。

�

問�

学
校
教
育
課
教
育
総
務
室

�

（
☎
７2
‐
６
８
８
２
） 村

上
市
役
所

本庁� （☎ 53− 2111）
荒川支所� （☎ 62− 3101）
神林支所� （☎ 66− 6111）
朝日支所� （☎ 72− 0111）
山北支所� （☎ 77− 3111）

お知らせ
「くらし」「もよおし」など、
さまざまな情報をお届け

今月の市税などの納期限

・国民健康保険税　　　　第５期
・介護保険料　　　　　　第５期
・後期高齢者医療保険料　第８期

納期限 12月２日月

便利で納め忘れのない口座振替をおすすめします
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